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Information' s
くらしのおしらせみとよ
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仮
徴
収
と
は
、
年
間
の
保
険

税（
料
）額
が
決
定
す
る
前
に
、

４
・
６
・
８
月
の
年
金
支
給
日

に
、
保
険
税（
料
）を
年
金
か
ら

天
引
き
す
る
制
度
で
す
。

　
新
規
対
象
者
に
は
、
４
月
上

旬
に
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

天
引
き
額

　
２
月
の
天
引
き
額
と
同
額

　
令
和
６
年
度
の
保
険
税（
料
）

額
が
決
定
後
は
、
10
月
以
降
の

天
引
き
分
で
残
り
の
保
険
税

（
料
）額
を
調
整
し
ま
す
。

　
老
朽
化
し
倒
壊
な
ど
の
恐
れ
の
あ
る
危

険
な
空
き
家
の
除
却
に
対
し
て
、
費
用
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
住
宅

　
老
朽
化
し
、
放
置
す
れ
ば
倒
壊
な
ど

に
よ
り
周
辺
の
住
環
境
に
影
響
を
及
ぼ

す
恐
れ
の
あ
る
空
き
家

対
象
と
な
る
人

　
補
助
対
象
住
宅
の
所
有
者
、
ま
た
は

そ
の
相
続
人
な
ど

対
象
と
な
る
工
事

・
市
内
業
者
が
解
体
す
る
工
事

・
令
和
７
年
１
月
末
日
ま
で
に
事
業
が

　
完
了
す
る
工
事

※

他
に
も
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、事
前

　
に
建
築
住
宅
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い
。

補
助
金
額

　
補
助
対
象
事
業
費
ま
た
は
国
の
定
め

る
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
方
の
金
額
の

80
％
（
上
限
額
１
６
０
万
円
）

受
付
期
間

　
４
月
８
日
（
月
）
〜
６
月
７
日
（
金
）

受
付
場
所
　
建
築
住
宅
課

　※

郵
送
の
場
合
、
締
切
日
必
着

注
意
事
項

・
補
助
金
交
付
決
定
日
前
に
開
始（
契

　
約
）し
て
い
る
工
事
は
対
象
外
で
す
。

・
現
地
調
査
の
結
果
な
ど
に
よ
り
、
対

　
象
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
老
朽
危
険
度
の
高
い
も
の
か
ら
優
先

　
し
て
補
助
予
定
者
と
し
ま
す
。

▲

申し込み・問い合わせ　建築住宅課　☎73-3044
老朽化した危険な空き屋の解体・除却工事費用の一部を補助します

▲

申し込み・問い合わせ 子育て支援課 ☎73-3016

　「
遺
児
」の
親
権
者
ま
た
は
現
に「
遺
児
」

を
監
護
し
て
お
り
、市
内
に
住
所
を
有
す
る

人
に
対
し
て
、遺
児
年
金
を
支
給
し
ま
す
。

　「
遺
児
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
義
務
教
育
終
了
前
の
子
ど
も
で
す
。

①
父
母
が
死
亡

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡

③
父
母
ま
た
は
一
方
が
１
年
以
上
生
死
不
明

※
離
婚
後
に
死
亡
、
再
婚（
事
実
婚
）し
た
場
合

は
該
当
し
ま
せ
ん
。

支
給
額
　
遺
児
１
人
に
つ
き
、月
額
１
万
円

申
請
先
　
子
育
て
支
援
課
ま
た
は
各
支
所

　
現
在
、
受
給
し
て
い
る
人
に
は
「
現
況

届
」
を
送
付
し
ま
す
。
４
月
30
日
（
火
）

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
戸
籍
は
、
日
本
国
籍
で
あ
る
こ
と
を

証
明
で
き
る
唯
一
の
公
的
証
明
で
す
。

　
事
情
が
あ
っ
て
出
生
届
を
出
す
こ

と
が
で
き
ず
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い

な
い
な
ど
の
悩
み
を
持
っ
て
い
る
人
、

ま
た
そ
の
家
族
や
知
り
合
い
の
人
は
、

法
務
局
ま
た
は
市
民
課
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

•
予
約
は
不
要
で
、
相
談
は
無
料
で
す
。

•
秘
密
は
必
ず
守
り
ま
す
。

•Youtube

の
法
務
省
チ
ャ
ン
ネ
ル

　
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

無戸籍の人はご相談ください 遺児年金を支給しています

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の
仮徴収が始まります

※
新
た
に
天
引
き
が
始
ま
る
人

は
、
令
和
４
年
中
の
所
得
を

元
に
仮
計
算
さ
れ
た
保
険
税

（
料
）の
１
／
６
相
当
の
額

（
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の
み
）

保
険
税（
料
）の
納
付
方
法

　
年
金
天
引
き
は
、
年
金
機
構

に
よ
る
天
引
き
可
能
対
象
者
が

決
ま
り
次
第
、
自
動
的
に
始
ま

り
ま
す
。

　
天
引
き
が
始
ま
る
ま
で
の
納

付
は
、
年
間
の
保
険
税（
料
）額

の
決
定
後
、
７
月
か
ら
納
付
書

ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
る
納
付

に
な
り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
み
、
年
金

天
引
き
を
停
止
し
て
口
座
振
替

に
変
更
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

希
望
す
る
場
合
は
、
税
務
課
ま

た
は
各
支
所
へ
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。（
※
介
護
保
険
料
は
年

金
天
引
き
を
停
止
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
）

　
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人
で
、
一
定
の
条

件
を
満
た
す
場
合
は
、
申
請
を

す
る
と
、
本
人
や
家
族
が
運
転

す
る
自
動
車
な
ど
に
か
か
る
税

金
が
減
免
に
な
り
ま
す
。

　
令
和
５
年
度
中
に
車
を
買
い

替
え
た
人
も
、
新
し
い
車
で
の

再
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
す
で
に
減
免
を
受
け
て
い
る

人
は
、
申
請
事
項
に
変
更
が

な
い
限
り
、
再
申
請
は
不
要

で
す
。（
家
族
運
転
で
自
動

車
税
減
免
の
場
合
は
、
利
用

証
明
の
提
出
が
必
要
）

　
詳
し
い
要
件
に
つ
い
て
は
、

県
税
事
務
所
自
動
車
税
課
ま
た

は
市
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
　

▲

問い合わせ　税務課　☎73-3006

お知らせ
４月から

年間保険税（料）の仮徴収と本徴収について

４月

６月

８月

10月

12月

翌年２月

年金支給月 天引きされる金額

仮
徴
収

本
徴
収

２月と同額

年間保険税（料）額の
うち仮徴収で納めら
れなかった額を3分割

▲

申し込み・問い合わせ　税務課　　　　　　　　☎73-3006　　　
県税事務所自動車税課　☎087-806-0314

自動車税（種別割）の減免申請を受け付けますくらし

　
自
主
防
災
組
織
と
は
、
地
域
住
民

が
災
害
に
備
え
て
、「
自
分
た
ち
の

地
域
は
自
分
た
ち
で
守
ろ
う
」
と
い

う
考
え
で
、
自
主
的
に
防
災
活
動
を

行
う
組
織
で
す
。

　
補
助
金
を
活
用
し
、

防
災
に
必
要
な
資
機

材
な
ど
の
備
蓄
や
訓

練
を
行
い
、
非
常
時

に
備
え
ま
し
ょ
う
。

補
助
対
象

　
防
災
資
機
材
、

備
蓄
品
な
ど
の
整

備
や
防
災
訓
練
な

ど
の
活
動
に
要
す

る
経
費

補
助
対
象
者

　
市
内
の
自
主
防
災
組
織
（
自
治

会
、
複
数
の
自
治
会
合
同
、
小
学

校
区
単
位
な
ど
で
結
成
し
た
組
織
）

補
助
額
　

　
補
助
対
象
事
業
費
の
１
／
２

　（
上
限
額
10
万
円
）

※
予
算
が
無
く
な
り
次
第
、
受
け
付

け
を
終
了
し
ま
す
。

受
付
場
所
　
危
機
管
理
課

　
事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。
詳
し

く
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
危
機
管
理
課

ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▲

申し込み・問い合わせ　危機管理課　☎73-3119
自主防災組織補助金を交付しますくらし

くらし

お知らせ お知らせ

▲

問い合わせ　市民課　　　　　　　　☎73-3005
高松法務局観音寺支局　☎25-4528

▲Youtube法務省
 「無戸籍を
　 なくすために」

▲補助金の詳細は
　こちらから

【
県
税
】

　

令
和
６
年
度
自
動
車
税

　
　
　
　
　
　（
種
別
割
）

申
請
期
間

　
５
月
27
日
（
月
）
ま
で

　
※
土
日
、
祝
日
は
除
く

受
付
場
所

　
県
税
事
務
所
自
動
車
税
課

　（
高
松
合
同
庁
舎
内
）

※
必
ず
事
前
に
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

出
張
受
付

日
時

　
４
月
10
日
（
水
）、
17 

日
　

　（
水
）、
５
月
15
日
（
水
）

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

受
付
場
所
・
問
い
合
わ
せ

　
西
讃
県
民
セ
ン
タ
ー

　（
三
豊
合
同
庁
舎
内
）

　
☎
25
・
５
２
０
０

【
市
税
】

　

令
和
６
年
度
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）

申
請
期
間

　
５
月
24
日
（
金
）
ま
で

受
付
場
所

　
税
務
課
ま
た
は
各
支
所

　※
自
動
車
税
（
種
別
割
）【
県

税
】
の
減
免
を
受
け
て
い
る

人
は
、
減
免
申
請
は
で
き
ま

せ
ん
。


